
  

 

財団法人 大阪府都市整備推進センター 

   

大阪府域において地域住民が主体となった「まちづくりに係る初動期の活動」を支援するため、当セ

ンターの｢都市整備推進基金｣を活用し、助成を行うものです。 

 

 

◆助成の対象とする「まちづくり活動」は次のものです。 
◈土地区画整理・市街地再開発・道路整備・公園整備等の「街の形づくり」を目指した活動 

◈地区計画・建築協定・緑化協定などの「ルールづくり」を目指した活動 

 

◆「まちづくりの目的」が次のような活動も助成の対象とします。 

◈防犯、防災、バリアフリーなどの「安全・安心なまちづくり」を目指した活動 

◈良好なまちなみ・景観の保全、生活道路整備などの「良好な住環境の保全・住環境の改善」を 

目指した活動 

◈空き店舗の活用やポケットパークの整備などの「街なかの再生」を目指した活動  

◈交通渋滞の解消や交通安全対策などの「交通環境、交通問題の改善・解消」を目指した活動 

など 

 

（注） 

◈日常的な維持管理的活動や意識啓発を主とした目的の活動は対象となりません。 

   例えば、 ・街の美化活動・清掃活動・リサイクル活動 

        ・自然保護活動 

        ・文化活動・スポーツ振興活動 

        ・生涯学習の推進のための活動 

        ・良好なコミュニティの形成のみを目的とする活動     など 

 ◈初動期活動を対象としますので、まちづくり実施段階と判断される場合は、対象となりません 

◈過去に行った活動（イベントなど）の繰り返しは原則として対象になりません。 

 

 

 

 

 

 

 

■趣 旨 

■助成対象活動 

《《ままちちづづくくりり初初動動期期活活動動ササポポーートト助助成成》》  

平成２２年度募集案内 



区分 はじめの一歩助成部門 初動期活動助成部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募でき

る団体 

次の全てに該当する地域団体であること。 

①自主的な活動を始めているが、活動方針や

内容がまだ検討段階にあること 

②地域住民１０名以上で構成されていること 

③主として地域住民の意識啓発等を行おうと

していること 

④政治、宗教、営利を目的としたものでない

こと 

⑤地域のまちづくりに貢献するものであるこ

と 

⑥会費収入など独自の財源があること 

次の全てに該当する地域団体であること。 

①規約、会則等を定め、自主的で継続的に活動

していること 

②地域住民１０名以上で構成されていること 

③地域住民の合意形成を目指したまちづくり

構想等を策定しようとしていること 

④政治、宗教、営利を目的としたものでないこ

と 

⑤地域のまちづくりに貢献するものであるこ

と 

⑥会費収入など独自の財源があること 

（注） 

◈地域（一定の区域）における住民による自主的・継続的な活動を対象とします。 

 ・地 域；原則として、日常生活圏、徒歩圏などの一定のまとまりがあること 

      （※原則として大阪府域全域、市域全域など広域な活動は対象としません。） 

 ・住 民；住民主体の活動であり、地域の「公益」を目指していること、趣味の活動で

はないこと 

・継続的；単発的な催事や活動ではなく、まちづくりの目標に向けた発展的、継続的な

活動であること 

◈国・地方公共団体等の公的団体からの補助金・負担金等は「独自の財源」とはみなしま

せん。 

◈今年度に他の公的団体の補助金等の受け入れを予定している活動や過去に公的団体の補

助金等の採択により支援を受けた活動については、サポート助成の必要性の評価が低く

なる可能性があります。 

助成対象

と な る

経 費 

◉視察、講習会、勉強会等の意識啓発等に

必要な以下の経費を対象とします。 

①会議資料の作成 

②専門家等の派遣 

③その他、当センターが必要と認めるもの 

◉まちづくり構想等の作成に必要な以下の

経費を対象とします。 

①会議資料の作成 

②専門家等の派遣 

③調査活動等 

④その他、当センターが必要と認めるもの 

【助成対象とならない例】 

・ 会合などの飲食費 

・ パソコン、机、椅子など、一品２万円以上の備品購入費 

・ 団体の維持のための経費(人件費、団体事務所の家賃、光熱費など） 

【助成対象内容のイメージ】 

 

 

 

 

  

 

まちづくりの

発意 

まちづくりの

学習・研究・ 

意識啓発 

まちづくり 

構想の策定・ 

ルールづくり等 

まちづくりの 

具体化 

（事業実施など） 

はじめの一歩助成 対象外 

 

 

初動期活動助成 

別途、ご相談

ください 

■募集内容 



 

 

助成決定後、「まちづくり初動期活動サポート助成金請求書」を提出いただき、指定口座（郵便局の口

座は取り扱っておりません）に入金させていただきます。 

 なお、指定口座につきましては、活動団体専用の口座としていただきますようお願いいたします。（完

了検査時に通帳の提示及び写しの添付が必要ですので団体代表者個人の口座の指定はしないでくださ

い） 

口座をお持ちでない団体は新規に開設してください。 

 

 

◇助成期間中の活動の進捗状況について報告していただきます。 

◇活動実績報告書の提出 

  １年間の活動の終了に際しては、「まちづくり初動期活動実績報告書」を提出いただき、その内容を

審査の上、助成金額を確定します。 

  報告書には、助成に係る活動費用の内訳を記載する欄があり、領収書等の証拠書類を添付していた

だきます。 

◇活動成果の報告会・公表 

  助成を受けた団体については、次年度に「報告会」で活動成果の報告を行っていただくことがあり

ます。また、活動成果は当センターのホームページや機関誌への掲載等を予定しております。 

 

 

 

  次の場合は、助成決定の一部又は全部を取り消し、助成金の返還を求めることがあります。 

① 提出された申請書等の内容が、虚偽であったとき 

② 助成の対象となる活動を実施しないとき、または、実施する見込みがないとき 

③ 助成金交付要綱の規定及び交付決定に付した条件に違反したとき 

④ その他理事長が必要と認めたとき 

 

助成回数 

・ 

助成金額 

・ 同一団体に対する助成は、毎年度連続

であれ、隔年度であれ、合計２回を限度と

する。 

・ 同一団体に対する助成金額は１回の助

成につき１０万円を限度とする。 

《例》１年目１０万円、２年目１０万円 

 

・ 同一団体に対する助成は、毎年度連続で

あれ、隔年度であれ、合計３回を限度とす

る。 

・ 同一団体に対する助成金額は１回の助成

につき１００万円を限度とし、助成金額の

合計は２００万円を限度とする。 

《例》１年目及び２年目 各５０万円 

３年目 100 万円 

助成予定

総  額 

５００万円 

・予算の配分は、最初に「はじめの一歩助成部門」について総額 100 万円を目途に決定

し、残額を「初動期活動助成部門」の助成限度額とします。 

・助成する団体数によっては、予算の都合上、助成金が申請額を下回る場合があります。 

選定方法 

当センターに設置する「まちづくりサポート助成審査委員会」において審査し、その結果

を受けて予算の範囲内で決定します。  助成決定時期： ７月下旬（予定） 

両部門とも書類による選考とします。 

活動地域の市町村の意見を参考にします。 

必要性・公益性・実現性・将来性など総合的に審査し選考します。 

■活動成果の報告 

■助成の取消 

■助成金の交付 



 

 

◇応募先及び提出書類   

「まちづくり初動期活動サポート助成申請書」（第１号様式）に、申請団体の概要書、規約・会則等

及び会員名簿（任意の様式に氏名と住所を記載）を添付して計２部（１部写し可）を当センターまで

ご提出下さい。（郵送丌可） 

なお、「はじめの一歩助成部門」に応募しようとする団体で、まだ、規約・会則等を定めていない場

合は、規約・会則等の添付は必要ありません。 

また、この他にも必要となる書類の提出をお願いする場合があります。 

 

◇応募受付期間 

  平成２２年５月２４日（月）から平成２２年５月２８日（金） 

  午前９：３０～午前１２：００  午後１：００～午後５：３０ 

◈申請受付の際に、活動内容についての概要説明をお願いしますので、必ず事前にご連絡願います。 

  ◈申請様式は、下記よりダウンロードすることができます。 

ご希望があればメールで送信いたします。 

   ・まちづくり初動期活動サポート助成金交付要綱（PDF） 

   ・サポート助成申請書（第１号様式）・実績報告書（第５号様式）（Word） 

   ・第１号様式別紙・第５号様式別紙（Excel） 

 

◇スケジュール（予定） 

◈応募受付：５月２４日～５月２８日 

◈選定作業：６月初旬～７月中旬 

◈助成決定：７月下旬（助成交付の可否については、文書でお知らせします） 

 

 

 

  ◈日時：平成２２年５月６日（木）から平成２２年５月２１日（金）（土日祝日は除く） 

午前９：３０～午前１２：００  午後１：００～午後５：３０ 

  ◈場所：大阪市城東区蒲生２丁目１０番２８号（大阪府城東庁舎４階） 

    財団法人 大阪府都市整備推進センター まちづくり支援室 

※相談に来られる日時等はできるだけ事前にご連絡をいただきますようお願いします。 

※事前連絡が無く来られた場合は、お待ちいただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ及び申請書提出先 

財団法人 大阪府都市整備推進センター  

まちづくり支援室 藤井・川上 

大阪市城東区蒲生２丁目１０番２８号 

（大阪府城東庁舎４階） 

ＴＥＬ  ０６(６９３０)０２６０ 

E-MAIL omsk＠toshiseibi.org 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.toshiseibi.org/ 

■応募方法等 

■事前相談 

http://machi.toshiseibi.org/wp-content/uploads/H22-machi-support-zyosei-kouhu-youkou.pdf
http://machi.toshiseibi.org/wp-content/uploads/H22-yousiki-support-zyosei-sinnseisyo-1gou-5gou.doc
http://machi.toshiseibi.org/wp-content/uploads/H22-yousiki-1gou-bessi-5gou-bessi.xls

